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残 業 代 の 定 額 払 い に つ い て 

 残業代を職務手当や役職手当など、各種手当に含むとする「みなし残業手当」の運用が多くの企業でなさ

れていますが、適切な導入ができていないケースをよく見受けます。以下ではみなし残業手当の導入に際し

て注意すべき点について簡単に整理いたします。 

１ 「○○手当は残業代を含む」というような文言が給与規定等に明記されているか 

 例えば『役職手当には20時間分の時間外割増賃金を含むものとする』というような記載が必要です。 

 よくあるのが労基署から指摘を受けた際「この手当は残業代の見込み分だ。労働者が入社する時にウチは

残業代コミコミだからと口頭で伝えたし、お互い納得済みだから何の問題もない！書面？そんなものはな

い！！」と主張する社長や人事担当責任者がいますが、この主張は裁判所はおろか労基署でも通用しませ

ん。このような事態を避けるためにもあらかじめ書面で、みなし残業代について明確に定めておく、これが

ポイントです。 

 あと参考までに「役職手当は時間外・休日・深夜労働の割増賃金を含むものとする」という規定を見かけ

ることがありますが、これも基本的には通用しません。良いとこ取りの規定は認めないというのが裁判所と

労基署の考え方です。 

２ みなし残業を超える残業をした場合、超えた分を別途支払うことが明記されているか 

 例えば『役職手当には20時間分の時間外割増賃金を含むものとする。なお、20時間を超える時間外労働が

発生した場合、その超えた時間分については別途、時間外割増賃金を支払う』というような記載が必要で

す。実際の総残業時間について、法定の計算方法により計算した割増賃金額以上の割増賃金が支払われる規

定になっていることがポイントです。この記載がないと最悪の場合、前述のみなし残業代自体が否定され 

残業代を別途、全額請求されてしまう可能性もあります。特に訴訟リスクを前提に考えるなら、この記載が

必須となりますので注意が必要です。 

☆ 編 集 後 記 ☆ 
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